誓約書③　　
暴力団排除に関する誓約書

私は、東大阪市及び東大阪市上下水道局（以下「東大阪市」という。）が東大阪市暴力団排除条例に基づき、建設業法（昭和２４年法律第１００号）第２条第１項に規定する建設工事の請負契約、測量・建設コンサルタントの業務委託契約、物品の購入及び修繕並びに製造、その他の調達契約のうち、東大阪市が発注するものにおいて、暴力団を利することとならないように、暴力団員及び暴力団密接関係者を入札、契約から排除していることを承知したうえで、下記事項について誓約します。
なお、この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることになっても、異議は一切申し立てません。

記

一 私は、東大阪市暴力団排除条例第２条第２号及び第３号に掲げる者（以下暴力団員等という）のいずれにも該当しません。
二 私は、前号に掲げる者の該当の有無を確認するため、東大阪市から役員名簿等の提出を求められたときは、速やかに提出します。
三 私は、本誓約書及び役員名簿等が東大阪市から大阪府警察本部に提供されることに同意します。
四 私が暴力団員等に該当する事業者であると東大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は東大阪市の調査により判明した場合は、東大阪市が東大阪市暴力団排除条例、東大阪市公共工事等暴力団対策措置要綱及び東大阪市上下水道局公共工事等暴力団対策措置要綱に基づき、東大阪市ホームページ等において、その旨を公表することに同意します。
五 私が東大阪市暴力団排除条例第７条に規定する下請負人等を使用する場合は、これら下請負人等から誓約書を徴し、当該誓約書を東大阪市に提出します。
六 私の使用する下請負人等が、暴力団員等に該当する事業者であると東大阪市が大阪府警察本部から通報を受け、又は東大阪市の調査により判明し、東大阪市から下請契約等の解除又は二次以降の下請負にかかる契約等の解除の指導を受けた場合は、当該指導に従います。
七　自己又は下請負契約等の相手方が暴力団等から不当な要求行為を受けた場合は、市長及び上下水道事業管理者に報告し、警察に通報します。

(宛先)
東大阪市長
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